
イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

◇
電
気
式
生
ご
み
処
理
機

○
補
助
額　

購
入
費
の
２
分
の
１

○
補
助
限
度　

１
世
帯
１
基
ま
で

　
　
　
　
　

 

上
限
２
０
，０
０
０
円

◇
コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
・
堆
肥
化
促

進
剤
専
用
容
器

○
補
助
額　

購
入
費
の
３
分
の
２

○
補
助
限
度　

１
世
帯
２
基
ま
で

　
　
　
　
　

    

上
限
５
，０
０
０
円

☆
共
通
事
項

◇
対
象　

市
内
在
住
の
方
／
堆
肥

を
自
家
処
理
で
き
る
方
／
市
税

を
完
納
し
て
い
る
方
／
購
入
後

６
か
月
以
内
の
方

◇
そ
の
他　

購
入
前
に
申
請
書
等

を　
　

環
境
課
や
各
総
合
支
所

生
活
環
境
課
で
取
り
寄
せ
て
く

だ
さ
い
。

◇
問
合
先

　
　

環
境
課　

☎
（21）
２
６
０
１

◇
国
民
年
金
の
種
別

○
第
一号
被
保
険
者
（
以
後
第
一
号
と

い
う
）　

自
営
業
者
・
学
生
等

○
第
二
号
被
保
険
者
（
以
後
第
二
号

と
い
う
）　

厚
生
年
金
等
に
加
入

し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等

○
第
三
号
被
保
険
者
（
以
後
第
三
号

と
い
う
）　

第
二
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者

◇
年
金
の
手
続
き

　

第
二
号
と
第
三
号
の
年
金
手
続
き

は
、
勤
め
先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す
。

　

第
一
号
の
年
金
の
手
続
き
は
、
自

身
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

第
二
号
が
60
歳
未
満
で
退
職
し
た

と
き
は
、
第
一
号
に
変
更
に
な
る
為

市
役
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

第
三
号
が
60
歳
未
満
で
、①
配
偶

者
の
退
職
、②
本
人
の
パ
ー
ト
等
収
入

の
１
３
０
万
円
以
上
へ
の
増
加
、③
配

偶
者
の
死
亡
、④
離
婚
な
ど
の
理
由

で
被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
る
と
、

第
一
号
に
な
り
ま
す
。
必
ず
市
役
所

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先

　
　

保
険
医
療
課
☎
（21）
２
１
５
５

　
　

生
活
環
境
課
☎
（43）
９
２
１
６

　
　

生
活
環
境
課
☎
（62）
０
９
０
３

　
　

生
活
環
境
課
☎
（29）
１
１
０
２

◇
日
程
○
１
日
（
日
帰
り
コ
ー
ス
）

　
　
　

○
１
泊
２
日（
宿
泊
コ
ー
ス
）

◇
期
間　

６
月
〜
平
成
24
年
３
月

◇
対
象　

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
方

○
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

35
歳
以
上
の
方

○
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て

い
る
世
帯
の
方

○
特
定
健
診
を
受
診
し
な
い
方

◇
検
診
項
目

○
一
般
検
診　

身
体
計
測
、
視
力
、

循
環
器
系
、胃
腸
管
系
、腎
機
能
、

血
液
検
査
ほ
か

○
脳
検
診　

身
体
計
測
、
視
力
、

循
環
器
系
、
頭
部
Ｍ
Ｒ
Ｉ
ほ
か

◇
検
診
機
関　

下
都
賀
総
合
病
院
、

と
ち
の
木
病
院
、
下
都
賀
郡
市
医

師
会
病
院
、獨
協
医
科
大
学
病
院
、

自
治
医
科
大
学
付
属
病
院
、
大
岡

メ
デ
ィ
カ
ル
ク
ラ
ブ
、
慶
友
健
診

セ
ン
タ
ー
、
宇
都
宮
記
念
病
院
、

栃
木
県
保
健
衛
生
事
業
団

◇
費
用
（
自
己
負
担
額
）

　

３
６
，７
５
０
円
〜
６
９
，８
２

５
円
か
ら
市
助
成
額
（
検
診
費
用

の
２
分
の
１
相
当
額
で
３
万
円

　

限
度
）
を
引
い
た
額
（
年
度
内
１

　

人
１
回
の
み
）

◇
定
員　

７
０
０
人
程
度
（
定
員
を

超
え
た
場
合
抽
選
）

◇
申
込
み　

５
月
12
日
（木）
〜
20
日

（金）
（
必
着
）
に
、
平
成
23
年
度
国

民
健
康
保
険
人
間
ド
ッ
ク
等
検

診
申
請
書
を
記
入
し
、
郵
送

（
〒
３
２
８-

８
６
８
６
栃
木
市
入

舟
町
７-

26
）
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
（21）
２
１

３
６
で　

 　

保
険
医
療
課
に
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※

申
請
書
は
、
本
庁
お
よ
び
各
総

合
支
所
の
国
保
担
当
窓
口
、
栃

木
地
域
内
各
公
民
館
に
あ
り
ま

す
。

☆
共
通
事
項

○
結
果
通
知
が
届
い
て
か
ら
、
検
診

機
関
に
希
望
の
受
診
日
を
各
自
予

約
し
て
、
市
か
ら
郵
送
さ
れ
た
人

間
ド
ッ
ク
検
診
券
と
国
保
の
保
険

証
等
を
お
持
ち
に
な
り
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
際
に
本
人
負
担

額
を
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

○
人
間
ド
ッ
ク
等
の
検
診
は
、
市
が

指
定
し
た
検
診
機
関
で
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

※

市
指
定
の
検
診
機
関
以
外
で
受
診

し
た
場
合
は
、
助
成
の
対
象
外
と

な
り
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先

　
　

保
険
医
療
課
☎
（21）
２
１
５
１

　
　

生
活
環
境
課
☎
（43）
９
２
１
６

　
　

生
活
環
境
課
☎
（62）
０
９
０
３

　
　

生
活
環
境
課
☎
（29）
１
１
０
２

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

５月号 （ 6 ）５月号（ ７ ）

家
庭
用
生
ご
み
処
理
機

　

設
置
費
を
補
助
し
ま
す

国
民
年
金
の
種
別
と
手
続
き

国
保
人
間
ド
ッ
ク
（
一
般
・
脳
検
診
）

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　

本

本

本大藤都

本大藤都

本

インフォメーション
本庁・各総合支所の
所在地と電話番号等

本庁舎
〒328－8686
入舟町7－26
☎21－2224
大平総合支所
〒328－4492
大平町富田558
☎43－9205
藤岡総合支所
〒323－1192
藤岡町藤岡1022－5
☎62－0900
都賀総合支所
〒328－0192
都賀町家中5982－１
☎29－1100

本

大

藤

都

・・・

・・・

・・・

・・・

有限会社　島田工務店
島田昭吾一級建築設計事務所

福祉分野 ★介護福祉士 ★社会福祉士 ★精神保健福祉士
医療分野 ★理学療法士 ★作業療法士 ★看護師
衛生分野 ★ネイル　　 ★メイク ★エステティシャン
（姉妹校）小山歯科衛生士専門学校 ★歯科衛生士

栃木市平柳町2-1新栃木駅東  ℡0282-28-0020  http://www.maronie.jp

トイレ・お風呂・キッチン、今よりもっと快適にしたい
リフォーム・新築、どこに頼めばいいの？

栃木市大久保町５９９　０９０－５５２６－９４８２

一級建築士で大工の私が責任を持ってご相談にのります。

　

大
平
中
央
小
学
校
の
熊
倉
由
樹

さ
ん
（
現
在
３
年
生
）
は
、
昨
年
度

開
催
さ
れ
た
「
第
43
回
手
紙
作
文
コ

ン
ク
ー
ル
」
の
は
が
き
作
文
部
門

で
、
文
部
科
学
大
臣
賞
を
受
賞
し

ま
し
た
。

　

コ
ン
ク
ー
ル
に
は
、
全
国
か
ら

９
８
，
５
３
９
点
の
応
募
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
中
の
は
が
き
作
文
部

門
（
小
学
生
限
定
）
に
は
２
６
，
６

２
７
点
応
募
が
あ
り
、
２
年
生
の

部
で
、
病
気
を
患
っ
て
い
る
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
へ
の
思
い
や
り
が
あ
ふ

れ
た
作
文
を
書
い
た
熊
倉
さ
ん
が
、

見
事
最
高
の
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

熊
倉
さ
ん
は
「
表
彰
さ
れ
て
、
と

て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
大
好

き
な
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
も
、
ほ
め
て
も

ら
え
た
の
で
、
う
れ
し
か
っ
た
で

す
。」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。

副
市
長
に

　
　

山
本
元
久
氏
を
選
任

　

鈴
木
市
長
は
、
３
月
市
議
会
定
例

会
で
同
意
を
得
て
、
山
本
元
久
氏
を
副

市
長
に
選
任
し
ま
し
た
。

　

山
本
氏
は
、
本
市
の
施
設
管
理
部

長
と
し
て
、
ま
た
、
合
併
前
の
栃
木
市

に
お
い
て
企
画
課
長
等
を
歴
任
し
、
長

年
に
わ
た
って
市
政
発
展
に
尽
力
さ
れ
、

行
政
全
般
に
精
通
し
た
方
で
す
。

　

今
後
は
、
副
市
長
と
し
て
、
市
長
を

補
佐
す
る
と
と
も
に
、
政
策
・
企
画
の

立
案
等
を
行
い
ま
す
。

手
紙
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

文
部
科
学
大
臣
賞

文
部
科
学
大
臣
賞

文
部
科
学
大
臣
賞

文部科学大臣賞を受賞した熊倉さん

平成２３年１１月５日（土）～８日（火）
第23回全国スポーツ・レクリエーション祭富山大会
グラウンドゴルフ大会Ｄグループ３位
塩田弘治さん（大平町富田）

◇問合先
　第24回全国スポーツ・レクリエーション祭
　栃木市実行委員会事務局
　（　  スポーツ振興課内／☎25－0930）

歴史資産を活かすことで、魅力が増し、きれいで安全･安心に、住み続けることができるまちを造る歴史資産を活かすことで、魅力が増し、きれいで安全･安心に、住み続けることができるまちを造る歴史資産を活かすことで、魅力が増し、きれいで安全･安心に、住み続けることができるまちを造る

伝統的建造物群保存地区（案）が決まりました伝統的建造物群保存地区（案）が決まりました伝統的建造物群保存地区（案）が決まりました伝統的建造物群保存地区（案）が決まりました伝統的建造物群保存地区（案）が決まりました
◎今後、保存地区の都市計画決定手続きを進めます
　栃木市の中心部は、江戸時代から明治時代にかけて、日光例幣使街道の
宿場として、また巴波川の舟運による物資の集散地として隆盛を極め、現在で
も「蔵造り」を中心とする多くの伝統的な建造物や、古い町割りなど、江戸（東京）
との結びつきによって発展してきた商業都市・栃木の特性が残されています。
　旧栃木市では、昭和50年代から長年にわたり市民と行政が協働で「蔵の街」
の歴史的資源を活用したまちづくりに取り組んできました。
　しかし、伝統的な建造物が取り壊されたり、町並み景観形成がなかなか進ま
なかったり等の課題も生じていたことから、「伝統的建造物群保存地区」制度
を活用することとし、住民や関係団体、学識経験者、市議会議員を委員とし
た協議会や保存審議会で検討を重ね、保存すべき区域として栃木町地区と嘉
右衛門町地区の保存範囲（案）を決定しました。

－伝統的建造物群保存地区（伝建地区）制度－
　文化財保護法の制度で、市町村が「伝統的建造物群保存地区」（伝建地区）
を決定し、その内「特に価値が高いもの」を国が「重要伝統的建造物群保存
地区」（重伝建地区）として選定するものです。
　伝建制度は、町並みが生き続けるための制度でもあることから、伝統的な町
並みや集落の景観を文化財として保存すると同時に生活の舞台として整備し、
次世代に伝えていこうとするものです。
　保存事業等に対して、国から補助金や技術的指導があります。
　伝建地区指定により、伝統的建造物以外の建物等にも一定の制限が加わり
ますので、皆さんのご理解とご協力を得て進めていきます。
全国の伝建地区 【平成23年2月現在　75市町村88地区】
○埼玉県川越市川越○千葉県香取市佐原○茨城県桜川市真壁 など

・魅力ある落ち着いた歴史的環境（町並み）の保全・形成が進みます。
・全国的な知名度が上がり交流人口が増加し、商業振興に寄与します。
・一定の基準により、建物等の新築・改築等の現状変更が許可制とな  
　ることで、町並みの形成が進むとともに良好な生活環境が守られます。
・防災設備等が充実し、安全・安心なまちとなります。
・補助金の制度や税の優遇措置の導入により、まちづくりが促進されます。

なぜ伝統的建造物群保存地区指定を進めるのでしょうか？

本

～皆さんのご意見をお待ちしています～　　　　問合先　　　伝建推進室　☎21－2619本


